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市
政
懇
談
会「
市
長
の

い
き
い
き
タ
ウ
ン
ト

ー
ク
」を
開
催
し
ま
す

市
民
の
皆
様
が
「
住
ん
で
よ
か

っ
た
」
と
思
え
る
ま
ち
づ
く
り
を

目
指
し
、
一
人
ひ
と
り
の
率
直
な

意
見
・
要
望
・
提
言
を
伺
い
、
今

後
の
ま
ち
づ
く
り
に
反
映
さ
せ
る

た
め
、
市
政
懇
談
会
を
開
催
し
ま

す
。
市
内
３
か
所
の
会
場
で
開
催

し
ま
す
の
で
、
都
合
の
よ
い
日
に

お
越
し
く
だ
さ
い
。

■
開
催
日
時

○
10
月
16
日
㈭

午
後
7
時
〜

会
場
：
き
ら
ら
館

○
10
月
17
日
㈮

午
後
7
時
〜

会
場
：
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ

ー
友
愛
館

○
10
月
18
日
㈯

午
前
10
時
30
分
〜

会
場
：
南
河
内
公
民
館

■
懇
談
会
の
内
容

・
市
政
の
近
況
報
告

・
意
見
交
換

ご
意
見
等
は
会
場
に
て
直
接
承

り
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

総
合
政
策
課
☎（
40
）５
５
５
０

市
税
条
例
の

改
正
に
つ
い
て

地
方
税
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、

下
野
市
税
条
例
を
改
正
し
ま
し
た
。

主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

【
軽
自
動
車
税
の
見
直
し
】

○ 

来
年
度
（
平
成
27
年
度
）
か
ら

原
動
機
付
自
転
車
・
二
輪
車
・

小
型
特
殊
自
動
車
の
税
額
が
、

「
表
１
」
の
よ
う
に
引
き
上
げ

ら
れ
ま
す
。

○ 

平
成
27
年
4
月
1
日
以
降
に
新

規
登
録
す
る
四
輪
等
の
軽
自
動

車
の
税
額
が
、「
表
2
」
の
よ

う
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

　

 　

ま
た
、
平
成
28
年
度
か
ら
、

最
初
の
登
録
か
ら
13
年
を
経
過

し
た
軽
四
輪
車
等
の
税
率
に
つ

い
て
、「
表
２
右
欄
」の
よ
う
に

重
課
の
税
率
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

【
法
人
市
民
税　

法
人
税
割
の
税

率
の
見
直
し
】

平
成
26
年
10
月
1
日
以
後
に
開

始
す
る
事
業
年
度
分
の
法
人
市
民

税
か
ら
、
法
人
税
割
の
税
率
を
次

の
と
お
り
引
き
下
げ
ま
す
。

○
現
行　

14
・
7
%

改
正
後
12
・
1
%
へ
引
き
下
げ

■
問
い
合
わ
せ
先

税
務
課
☎（
40
）5
5
5
4

あ
な
た
の
手
話
を

地
域
福
祉
に
役
立
て
て

み
ま
せ
ん
か
？

小
山
市
聴
覚
障
害
者
協
会
で
は
、

「
小
山
市
登
録
手
話
通
訳
者
認
定

試
験
」
を
実
施
し
ま
す
。
費
用
は

無
料
で
す
。

■
日
時

11
月
22
日
㈯

午
前
9
時
30
分
〜
午
後
3
時

■
場
所

小
山
市
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

４
階

■
対
象

次
の
条
件
を
同
時
に
満
た
す
方

① 

下
野
市
・
小
山
市
・
野
木
町
に

在
住
の
18
歳
以
上
の
方

②
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

・ 

お
や
ま
地
区
手
話
講
習
会（
新
）

「
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
講
座
」、
ま

た
は（
旧
）「
基
礎
」、「
ス
キ
ル

ア
ッ
プ
」
の
い
ず
れ
か
の
修
了

者
・ 

手
話
通
訳
者
養
成
講
習
会（
新
）

「
通
訳
Ⅰ
」も
し
く
は「
通
訳
Ⅱ
」、

ま
た
は（
旧
）「
基
本
」、「
応
用
」、

「
実
践
」
の
い
ず
れ
か
の
修
了

者
・ 
栃
木
県
登
録
通
訳
者
の
う
ち
、

下
野
市
・
野
木
町
の
在
住
者

・ 

他
県
・
他
市
町
村
で
通
訳
経
験

の
あ
る
方
で
、
現
在
、
下
野
市
・

小
山
市
・
野
木
町
在
住
の
方

・ 

相
当
の
経
験
者
（
手
話
通
訳
学

科
卒
業
者
、
専
従
通
訳
経
験
者

等
）

■
試
験

筆
記
（
小
論
文
）、
実
技
（
①

読
み
取
り
②
聞
き
取
り
表
現
※
日

本
手
話
・
日
本
語
対
応
手
話
の
パ

タ
ー
ン
別
③
場
面
通
訳
）、
面
接

■
申
込
方
法

申
込
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入

し
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
郵
送
、
手
渡
し
で

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※ 

申
込
用
紙
は
社
会
福
祉
課
に
あ

り
ま
す
。

■
募
集
期
間

10
月
1
日
㈬
〜
31
日
㈮

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

〒
３
２
３
‐
０
０
１
２

小
山
市
羽
川
86

15

小
山
市
聴
覚
障
害
者
協
会
内

認
定
試
験
事
務
局

（
担
当
：
古
橋
）

（
22
）０
７
５
１

■表２　四輪車等の改正内容

車 種 区 分
税　　率　（年　額）

平成27年3月31日
までの登録車

平成27年4月1日
以降の登録車

登録後
13年超

三　　輪 3.100円 3,900円 4,600円

四輪乗用
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円

四輪貨物
自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円

■表１　原付バイク等の改正内容

車　種　区　分
税　　率　（年　額）

現　　行 平成27年度
以降

原動機付
自転車

50cc以下 1,000円 2,000円
50cc超90cc以下 1,200円 2,000円
90cc超125cc以下 1,600円 2,400円
ミニカー 2,500円 3,700円

軽 二 輪（125cc超250cc以下） 2,400円 3,600円
小型二輪（250cc超） 4,000円 6,000円

小型特殊
自動車

農耕作業用（トラクター等） 1,600円 2,400円
その他（フォークリフト等） 4,700円 5,900円
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